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Ⅰ 総論 

１． 目的 

 急速な尐子化の進行は、消費の減尐や労働力供給の減尐など、今後の我が国の経済社

会の様々な分野に深刻かつ重大な影響を及ぼすことが予想される。 

 このため、政府として「次世代育成支援に関する取組方針」を決定し、従来の保育サ

ービスの充実をはじめとした「子育てと仕事の両立支援」に加え、「男性を含めた働き方

の見直し」「地域における子育て支援」「社会保障における次世代育成支援」及び「子ど

もの社会性の向上や自立の促進」の４本柱に沿って、改めて、政府・地方公共団体・企

業等とが一体となった取組みを進めることとされ、平成１５年７月に次世代育成支援対

策推進法が制定された。 

 本市では、これに基づき平成１８年４月に「東温市特定事業主行動計画」を策定し職

員が仕事と子育ての両立を図ることができるよう、職員のニーズに即した次世代育成支

援対策を実施してきたところである。 

 また、平成２７年９月、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女

性活躍推進法」という。）が施行され、一人一人の女性が個性と能力を十分に発揮するた

めの取組を総合的・効果的に実施できるよう、地方公共団体においても女性職員の活躍

推進に向けて問題点を把握し、改善に向けて目標を達成できるよう役割を定め計画する

ことが義務付けられた。 

そこで、現行の「東温市特定事業主行動計画」の計画期間が平成２８年３月で終了す

ることから、計画の見直しを行い、次世代育成推進法及び女性活躍推進法に基づき、平

成３３年３月までの計画を新たに策定するものである。 

 

２． 計画の期間 

 平成２８年度から平成３２年度までの５年間とする。 

 

 



３． 計画の推進体制 

（１）次世代育成支援対策及び女性活躍推進を効果的に推進するため、行動計画推進

委員会を設置する。 

  （２）本計画の内容等の周知を図るため、研修会や庁内 LANによる情報提供を行う。 

  （３）本計画の実施状況について、各年度ごとに、行動計画推進委員会において把握

した結果や職員のニーズを踏まえて、その後の対策の実施や計画の見直し等を適

宜図る。 

 

Ⅱ 次世代育成支援に係る具体的な内容 

１．職員の勤務環境に関すること 

（１）制度の周知 

① 母性健康管理の観点から設けられている特別休暇制度や育児休業等に関し、

庁内ＬＡＮ等により周知するとともに、活用の促進を図る。 

     ② 小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び超過勤務

を制限する制度について周知徹底を図る。 

③ 妊娠を申し出た職員に対し、個別に育児休業等の制度・手続について説明

を行う。 

   ④ 出産費用の給付等の経済的支援措置について周知徹底を図る。 

 

（２）男性職員による積極的な制度の活用 

   ① 子供の出生時における父親の特別休暇及び年次有給休暇の取得促進を図る。 

   ② 各職場において、男性職員が育児休業等を取得しやすい職場の雰囲気づく

りに努める。 

 

（３）妊娠中及び出産後における配慮 

  ① 職員が妊娠を申し出た場合、管理職員は職場内の仕事の分担を見直し、母



性保護に努めるとともに、特定の職員に負担がかかることのないよう配慮す

る。 

  ② 育児休業、産前産後休暇中職員の業務を遂行することが困難な場合は、臨

時的任用制度等の活用による適切な代替要員の確保を図る。 

 

（４）育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援 

  ① 育児休業者に対し、職場の状況や育児の状況等について相互の連絡調整を

行う等、職場復帰時にスムーズに業務が行えるよう支援に努める。 

 

（５）休暇の取得の促進 

  ① 安心して職員が年次有給休暇の取得ができるよう、事務処理において相互

応援ができる体制を整備する。 

  ② 子供の看護休暇等の特別休暇を周知するとともに、その取得を希望する職

員に対して、１００％取得できる雰囲気の醸成を図る。 

  ③ 部課長会等の場において、定期的に休暇の取得促進を徹底させ、職場の意

識改革を行う。 

  ④ 業務繁忙により超過勤務や休日出勤が続く職員に対して、１日単位の休暇

が困難な場合、半日単位の休暇の取得促進を図る。 

 

 

（６）時間外勤務の縮減 

 ① 事務の簡素合理化について、業務量そのものの見直し、OA 化の計画的な

推進による事務の効率化、外部委託による事務の簡素化、事務処理体制の見

直しによる適正な人員の配置及び年間を通じた業務量の平準化による更なる

取組の推進に努める。 

 ② 超過勤務の状況を人事担当課で把握し、超過勤務の多い職場の管理職員か

らヒアリングを行い、意識啓発を行う。 



 ③ 毎週水曜日をノー残業デーとしていることから、庁内 LAN による注意喚

起を図るとともに、管理職員による定時退庁の率先垂範を行う。また、人事

担当職員の巡回指導による定時退庁の実施徹底を図る。 

 ④ 平成 22年 4月から１ヶ月の時間外勤務時間が 60時間を超えた場合に手当

が増額されることとなったことから、より一層の職員の健康管理に配慮し、

時間外勤務の縮減に努める。 

  

   （７）意識啓発 

     ① 職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正について、情報提供

や意識の啓発を行う。 

     ② 職場内で職員同士がお互いに積極的に声を掛け合い、何事にも協力し合え

る連携体制を整える。 

 

２．その他次世代育成支援対策に関すること 

（地域社会での子育てへの積極的な参加） 

（１）子育てバリアフリー 

  ① 外部からの来庁者の多い庁舎等においては、乳幼児と一緒に安心して利用

できるトイレやベビーベッドの増設等を計画的に行う。 

  ② 子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、親切、丁寧な対応等のソ

フト面でのバリアフリーの取組を推進するため、職員への指導等を実施する。 

 

（２）子ども・子育てに関する地域活動 

  ① 子どもの多様な体験活動等の機会の充実を図るため、子どもが参加する地

域の行事・活動に庁舎内施設やその敷地を提供すること、各種学習会等の講

師、ボランティアリーダー等として職員の積極的な参加を支援する。 

  ② 子どもを交通事故から守るため、地域の交通安全活動への職員の積極的な

参加を支援するとともに、交通事故予防について綱紀粛正通知による職員へ



の呼びかけを実施する。 

  ③ 子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう、地域住民等の自

主防犯活動や尐年非行防止活動等への職員の積極的な参加を支援する。 

 

（３）子どもとふれあう機会の充実 

  ① 地域の子どもたちに積極的にあいさつするなど「声かけ運動」を実施する。 

 

Ⅲ 女性の活躍推進に向けた取組 

１．女性職員の活躍の推進に向けた数値目標 

女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について

分析を行った結果、女性職員の活躍を推進するため、次のとおり目標を設定する。 

（１）男性職員の育児休業取得の推進 

  ① 平成 32年度までに、育児休業を取得する男性職員を累計 5 人以上にする。 

  ② 平成 32年度までに、制度が利用可能な男性職員の配偶者出産休暇、育児参

加のための休暇の取得割合を 10％以上にする。 

２．女性職員の活躍の推進に向けた目標を達成するための取組及び実施時期 

  １．で掲げた数値目標その他の目標の達成に向け、次に掲げる取組を実施する。  

（１）男性職員の育児休業取得の推進 

  ① 平成 28年度より、育児休業制度等の各種両立支援制度について、庁内ＬＡ

Ｎ等により周知徹底に努める。 

② 平成 28年度より、出産を控えている全ての男女に対し、各種両立支援制度

の活用促進に努める。 

③ 平成 28年度より、管理職員に対して、育児休業制度等の各種両立支援制度

について周知し、育児休業等の両立支援制度を利用できる職場支援体制作り

に努める。 


